
２.（１）⑨ 退院直後の診療未実施減算の免除

概要

○ 入院中にリハビリテーションを受けていた利用者が、退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始する観
点から、退院後１月に限り、入院中の医療機関の医師の情報提供のもと、訪問リハビリテーションを実施した場合
の減算について見直す。【告示改正】

【訪問リハビリテーション★】

単位数

算定要件等

○ 以下のいずれにも該当する場合、訪問リハビリテーションの診療未実施減算を適用しない。
・ 医療機関に入院し、当該医療機関の医師が診療を行い、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士からリ

ハビリテーションの提供を受けた利用者であること。
・ 訪問リハビリテーション事業所が、当該利用者の入院していた医療機関から、利用者に関する情報の提供を受

けていること。
・ 当該利用者の退院日から起算して１月以内の訪問リハビリテーションの提供であること。

＜現行＞ ＜改定後＞
診療未実施減算 50単位減算 変更なし

※入院中リハビリテーションを受けていた利用者の
退院後１ヶ月に限り減算を適用しない

74


